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はじめに 

新たな時代、「令和」の幕が開けました。 

本市ではこれまで、「元気発進！北九州」プランに基づき「人にやさしく元気

な街づくり」に向けた取組を進めてきました。その結果、本市の「暮らしやすさ」

や「住みよさ」が評価され、本市を訪れる外国人や地元就職を選ぶ学生が増加す

るなど、好循環の兆しが見えはじめています。 

令和元年度は、次代を見据えたまちづくりに改めて取り組む第一歩となる年

となります。若い世代がこのまちで夢を叶え、子育て世代から高齢者まで、あら

ゆる市民が安心して暮らせる「住みよいまち」を実感できるよう、本市がこれま

で進めてきたまちづくりの歩みを更に加速し、力強く進めていきます。 

令和元年度当初予算は、こうした思いを込めて、キャッチフレーズを 

「～人や投資の流れを呼び込み街の魅力を更に高める～ 

日本一住みよいまち実現予算」としました。

 本予算においては、 

① 人や投資の流れを加速させる経済成長戦略の実行

② まちの魅力や活力を生み出す文化・スポーツの振興 

③ 安全・安心のまちづくり 

④ 住みよいまちの実現～「元気発進！北九州」プランの総仕上げ～ 

を重点的に取り組むべき「４つの柱」として掲げています。 

風力発電関連産業拠点化や北九州空港の利用促進、介護ロボット等を活用し

た先進的介護の実証など、本市の今後の成長に向けた取組を進めます。 

また、「東アジア文化都市2020北九州」等の成功に向けた取組や、様々な国

際スポーツ大会の誘致・開催を通じたまちの活性化を図ります。 

さらに、SDGｓ未来都市のトップランナーとして災害に強いまちづくりや生

活交通の確保など、安全・安心なまちづくりへ向けた取組や、子育て・教育環境

の更なる充実、健康（幸）寿命延伸の取組などの各種政策を推進し、日本一住み

よいまちを実現します。 

市税や地方交付税等などの一般財源が限られる中、より一層の事業の選択と

集中を図るとともに、行財政改革を絶え間なく進め、今後も安定した行政サービ

スを提供し、新たな時代を切り拓く取組を進めてまいります。 

市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

北九州市長 北橋 健治 

～人や投資の流れを呼び込み街の魅力を更に高める～ 

日本一住みよいまち実現予算
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Ⅰ 令和元年度当初予算案の４つの柱 

本市の未来を切り拓き、新たな市民ニーズや行政需要に対応す

るため、「４つの柱」を重点的に推進 

①  人や投資の流れを加速させる経済成長戦略の実行 

②  まちの魅力や活力を生み出す文化・スポーツの振興 

③  安全・安心のまちづくり 

④  住みよいまちの実現 ～「元気発進！北九州」プランの総仕上げ～

◆主な事業と予算額《（ ）は前年度予算》 

１ 人や投資の流れを加速させる経済成長戦略の実行 

「北九州市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「北九州都市圏域連携中枢都市圏ビ

ジョン」等に基づく政策を積極的に推進することで、魅力ある仕事の創出、若者や女

性、外国人人材の定着、定住・移住の促進、企業誘致等を着実に形にし、人口の社会

動態プラスにつなげ、経済の活性化を図っていきます。 

また、インバウンドの増加や日本新三大夜景都市の認定を契機に、なお一層、まち

のにぎわいの創出に努めます。 

（1）まちの成長に向けた取組を推進 

ア 環境・エネルギー、ロボットなどリーディング産業の振興

①拡充 響灘地区におけるエネルギー関連産業の拠点形成関連予算 

 ７０１百万円（３７百万円） 
響灘地区の充実した港湾インフラと広大な産業用地を活用し、風力発電関連産

業の総合拠点の形成に向け、響灘地区への関連産業の集積促進や総合拠点を広く

利用してもらうための市場開拓などを実施 

（主な新規・拡充事業）

■拡充 洋上風力発電の建設に係る基地港湾整備事業 

 ６７０百万円（１７百万円） 

・ 洋上ウインドファームの建設に必要となる基地港湾の整備に向けたヤード

の実施設計及び工事を実施

■新規 響灘東地区 SEP基地化調査事業 １６百万円 

・ 洋上ウインドファームの建設時に使用する特殊作業船（ＳＥＰ：Self-

Elevating-Platform）の基地化に向けた調査を実施 



- 3 - 

②拡充 北九州水素タウン実証・ＰＲ拠点化推進事業

１４百万円（９百万円）
・ 水素社会の実現に向けて、「水素タウン」のパイプラインを活用した水素関

連の実証事業を本格的に実施するほか、東京都と連携し、東京オリンピック・

パラリンピック期間中に、本市の水素に関する先進的な取組をＰＲ

③拡充 ロボットテクノロジーを活用した地方大学・地域産業創生事業 

 １６４百万円（１４百万円） 
・ 内閣府の「地方大学・地域産業創生交付金」を活用し、産業用ロボットの

研究開発を行うとともに、地域のものづくり企業の生産性革命を推進 

④継続 介護ロボット等開発・導入実証事業 ８０百万円（８０百万円）
・ 少子高齢化の進展、介護人材の不足に対応するため、介護ロボット等の導入

を踏まえた介護現場の働き方改革を進め、人とテクノロジーが融和した「北九

州モデル」を構築

イ 北九州空港・港湾の活用

①拡充 北九州空港将来ビジョン推進強化関連予算 

    ９９６百万円（９０５百万円） 
・ 「北九州空港将来ビジョン推進強化期間（Ｈ28～30年度）」の成果（空港

利用者数・就航路線数過去最高の更新等）を活かし、福岡県との緊密な連携の

もと、北九州空港の発展に向けた取組を更に強化 

（主な新規・拡充事業） 

■拡充 北九州空港新規路線就航促進事業 ４９７百万円（４２４百万円） 

・ 北九州空港に新規の国際・国内定期便を誘致するために、運航経費の助成

や新規路線の定着を図るための事業を実施するとともに、北九州空港の利用

促進に貢献している一部の路線に対して、期間を拡充して助成を実施 

■拡充 北九州空港航空貨物拠点化事業 ２７１百万円（２５９百万円） 

・ 北九州空港の貨物拠点化、滑走路延伸の実現に向け、貨物便誘致のための

着陸料の助成を引き続き行うとともに、通関体制構築に係る助成等を新設 

②拡充 北九州港集貨航路誘致事業 １６０百万円（６４百万円）
・ 北九州港の利用促進を図るため、国内外の船会社や荷主企業等に対する補助

制度を充実・強化

③新規 北九州港開港１３０周年記念事業 １０百万円
・ 港に関する市民理解を促進するため、市民、観光客、クルーズ旅客等の交流

や休憩などの拠点となる「みなとオアシス」の登録や、各種船舶の一般公開な

ど、港のにぎわいの創出につながる記念事業を実施
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ウ 力強い産業づくり 

①新規 ＩＴ系企業の地方での人材供給モデルづくり事業 ６百万円
・ 本市に進出した情報・通信産業系企業と、IT人材を育成輩出する学校が相互

ネットワークを構築することで、企業が本市に進出しやすい環境を整備 

②拡充 事業承継・Ｍ＆Ａ促進化事業 ５百万円（４百万円） 
・ 経営者の高齢化に伴う喫緊の課題である事業承継について、潜在ニーズの掘

り起こしから、事業承継計画の策定など具体的な成果創出までをトータルでサ

ポートし、本市中小企業の円滑な事業承継を促進 

③新規 成長加速化協調資金（中小企業融資） ３００百万円 

・ 事業拡大を図る中小企業の資金調達を金融機関と信用保証協会が協調して 

支援する融資制度（協調融資）を創設

エ 循環型社会づくりの推進・環境ブランドの構築

①新規 北九州市プラスチックスマート推進事業 ２０百万円 

 （他に債務負担 １３百万円） 
 ・ 国内外で喫緊の課題となっているプラスチックごみ対策を推進するため、家

庭用指定ごみ袋等へのバイオマスプラスチックの導入や、プラスチックごみ排

出削減に向けた啓発などを総合的に実施

②新規 日中韓三ヵ国環境大臣会合（TEMM）開催支援事業 ４百万円 
 ・ 「環境首都・北九州」の知名度向上や環境国際ビジネスの促進につなげる 

ため、日本・中国・韓国の三ヵ国の環境大臣が一堂に会する会合の本市開催を 

支援 

③新規 「北九州パワー」による再エネの地産地消推進事業 ２５百万円
・ 再生可能エネルギーの地産地消を推進するため、地域エネルギー会社「北九

州パワー」の「低炭素で安定した電力供給の実現」に向け、2030年の電源構

成や契約規模などの事業展開に関するマスタープランを策定 

④拡充 日明地区廃棄物処理施設整備事業 ２７９百万円（１３百万円） 

 （他に債務負担 ３３，１００百万円）

・ ごみの安定処理及び災害対応力の強化を図るため、老朽化した日明工場及び

日明かんびん資源化センターの建て替えを実施 

（2）若者や外国人等、多様な人材の活用による定住人口の拡大 

①新規 若者が語る北九州市の未来創造プロジェクト ３百万円 
・ 人口の社会動態の改善に向けた重要な課題である「若者層の定着」を促進す

るため、若者の声の収集等を行う担当ラインを設置。併せて、市内大学生等か

らなるプロジェクトチームを編成し、本市の未来予想図を作成・発信 
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②拡充 定住・移住促進事業 ４９百万円（５１百万円） 
・ 本市への定住・移住の促進を図るため、お試し居住の受入れ住居の拡充など、

本市に移住してもらうための受入れ体制を強化し、「北九州市版生涯活躍のま

ち」の取組を推進 

③拡充 住むなら北九州 定住・移住推進の取組 

１０２百万円（８２百万円） 
・ 市外から移住する世帯等に対し、一定の要件を満たす街なかの住宅を取得又 

は賃借する費用の一部を補助。住宅の取得について、令和元年度内に入居する 

世帯向けに、募集枠を拡大 

④新規 わくわく地方生活実現支援事業 ３０百万円 
・ 地方創生推進交付金を活用し、東京圏からの移住者に対して、就業した場合

は最大100万円の移住支援金を支給 

⑤継続 北九州で働こう！Ｕ・Ｉターン応援プロジェクト 

 ２２百万円（２２百万円） 
・ 本市へのＵ・Ｉターン就職希望者に対する地元企業の求人情報の提供や転職

相談、職業紹介等の支援を総合的に実施。また、若年人材等の市内への還流を

促進するため、学生等に対するU・I ターン就職活動を支援 

⑥ 若者の地元就職支援 

（主な新規・拡充事業） 

 ■新規 若者の市内就職・定住に向けた環境調査事業 ３百万円 

・ 若者の市内就職・定住及び企業の人材確保の両方を実現するため、オフィ

スや社員の住環境整備に関する新たな仕組みの検討を実施 

■拡充 九州・山口一円の学生就職応援プロジェクト ９百万円（７百万円） 

・ 九州・山口一円の大学・高専・工業高校等を訪問し、各学校と強固な関係

を構築することで、市内企業やまちの魅力、住みよさ、暮らしやすさを発

信し、学生の市内就職、市内還流を促進 

⑦継続 北九州市未来人材支援事業（北九州市奨学金返還支援事業） 

 １３０百万円（７０百万円） 
・ 市内企業で中長期的に活躍し、本市の産業を担う人材を全国から確保・育成

することを目的に、市内企業への就職と定住を条件に奨学金の返還を支援 

⑧新規 海外大学生市内中小企業就職促進事業 ２百万円 
・ 市内中小企業の外国人人材の受け入れを支援するため、人材不足などの課題

に直面している市内中小企業と、日本での就職を希望している「高度外国人材」

との交流事業等を実施 

 ⑨新規 人生１００年時代の「元気にお仕事」応援事業 ３百万円 
・ 高齢者を積極的に採用している企業の事例やシニア就労者の声を紹介し、潜

在するシニア人材の掘り起こしを行うことで、市内企業の人手不足解消を図る

とともに健康寿命延伸を支援 
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（3）観光やＭＩＣＥ等によるにぎわいの創出 

①新規 Welcome KOKURA 商店街インバウンド消費促進事業 

 ５百万円 
・ インバウンドの増加を街の消費拡大につなげるため、ラクビーワールドカ

ップ及び東京オリンピック・パラリンピックの開催準備として、「キャッシュ

レス環境の整備」と「体験消費のコンテンツづくり」を促進 

②新規 観光地の「まちあるき」の満足度向上整備事業 ５７百万円 
・ 2020年の東アジア文化都市や東京オリンピック・パラリンピック開催に

向けて増加が見込まれる本市来訪者のイメージアップや満足度の向上を図

るため、観光施設のトイレ等の改修を実施 

③新規 黒崎地区リノベーション事業 １０百万円 
・ 黒崎地区の空き物件等をリノベーションの手法により再生させ、商業の活

性化及び地域の魅力向上を支援 

④新規 夜間景観の魅力向上によるにぎわいづくり 

（主な新規・拡充事業） 

 ■新規 日本新三大夜景都市と産業観光コラボレーション事業 

 １５百万円 

・ 日本新三大夜景都市の認定を契機に観光客の滞在時間や宿泊の増加に繋     

          げるため、世界遺産や夜景スポット等を巡る周遊型の観光の促進による情 

報発信やセールスの強化、民間事業者によるツアー支援を実施

■新規 小倉駅周辺夜間景観整備事業 ４０百万円 
・ 小倉都心地区の夜間における街並み景観の魅力向上やにぎわいの創出 

を図るため、本市の玄関口であるJR小倉駅から「平和通り」の道路空間

や堺町公園のライトアップを実施 

⑤新規 わっしょい in ミクニワールドスタジアム １０百万円 
・ 市内最大の祭りである「わっしょい百万夏まつり」の会場にミクニワール

ドスタジアム北九州を加え、花火などの集客力の高いイベントを開催するこ

とにより、広域的なにぎわいの創出や新たな観客の呼び込みを促進 

⑥新規 ミクスタコンサート開催支援事業 １０百万円 
   ・ ミクニワールドスタジアム北九州の多様な形での利用を促進し、まちの

にぎわいを創出するため、スタジアムで初めてとなるコンサートの開催を

支援 

⑦拡充 小倉城周辺魅力向上事業 ５０百万円（１５百万円） 
・ 小倉城周辺の整備完了を記念し、小笠原流・流鏑馬（やぶさめ）や薪能（た

きぎのう）、平成中村座小倉城公演など、「日本の伝統文化を小倉城から」

をテーマに記念事業を開催 
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⑧新規 ハローキティとタイアップした観光振興事業 １２百万円

・ 観光地としての魅力向上を図るため、国内外で圧倒的な人気を誇るキャ

ラクター「ハローキティ」を活用し、観光施設をはじめとした公共施設や

行政サービスなどとのコラボレーションにより、全市的なＰＲ事業を実施 
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２ まちの魅力や活力を生み出す文化・スポーツの振興 
これまで本市が培ってきた映画・漫画・文学等の芸術資源の魅力を更に高めるとと

もに、「東アジア文化都市 2020 北九州」事業の成功に向けた取組を強力に推進し、

文化芸術による「創造都市・北九州」の実現に弾みをつけます。 

また、様々な国際スポーツ大会の誘致や開催等を通じて、本市のスポーツの振興は

もとより、スポーツによるまちの活性化を図っていきます。 

（1）創造都市・北九州の発信によるにぎわいの創出 

①新規 東アジア文化都市２０２０北九州推進事業 １６８百万円

・ 日中韓３カ国において実施されている「東アジア文化都市」の開催に向け

た準備を進めるとともに、２０２０年３月の開幕式典を皮切りに、国の補助

事業等を活用し、１年を通じて様々な文化芸術事業や交流事業を実施 

（主な新規・拡充事業） 

■新規 プレ・オープニング事業開催 ２０百万円 

■新規 開会式典開催 ３５百万円 

■新規 コア期間事業 ４３百万円 

■新規 広報・ボランティア運営 ４３百万円 

②拡充 北九州市東田ミュージアムパーク関連予算 

５２百万円（１３百万円） 
・ 国の補助事業を活用し、八幡・東田地区において、いのちのたび博物館を中

核として周辺施設が連携する文化クラスター（文化集積地）を構築し、文化を

通じた地域の活性化や観光客の回遊性を高める取組を実施 

（主な新規・拡充事業） 

■継続 ミュージアム・ツアーの実施 ３３百万円 

■拡充 連携企画展の開催 １３百万円 

※民間事業者の負担により実施する事業を含めた総事業費は88百万円

③拡充 北九州メディア芸術創造拠点推進事業 ６９百万円（４３百万円）

・ 国の補助金を活用し、地域経済の発展を牽引する国際的なメディア芸術創造

拠点の形成に向けた、芸産学官連携による人材育成、ネットワーク構築、アジ

アMANGAサミット等の国際的なイベントを実施（総事業費87百万円）

④継続 映画の街・北九州発信関連予算 ６３百万円（６６百万円） 

（主な事業） 

■継続 関門連携による国内外映画・テレビドラマ誘致・支援事業 

 １８百万円（２０百万円） 

・ 関門海峡を中心としたロケ地としての北九州市・下関市の魅力を活用し国

内外の映画・テレビドラマの誘致を行うとともに、インバウンドの増加につ

なげるための取組を実施 
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⑤拡充 文学の街・北九州発信関連予算 １４７百万円（８７百万円） 
※平成30年度3月補正予算(126百万円)と合わせ、147百万円の事業費を計上 

（主な新規・拡充事業） 

■新規 松本清張記念館魅力向上事業 ４百万円 

・ 松本清張生誕110年を記念して、より多くの方が清張の人柄と作品に触れ

る機会をつくるため、記念館中庭スペースのリニューアル等により館の魅力

向上を推進

（2）スポーツを活かしたにぎわいの創出

①拡充 大規模国際スポーツ大会等関連予算 １７２百万円（６８百万円） 
・ スポーツの振興によるにぎわいづくりや国際交流の推進を目的として、ラグビ

ーワールドカップ2019のキャンプ、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会のキャンプ、国際スポーツ大会等の誘致活動や交流事業等を実施 

（主な新規・拡充事業）   

■新規 ラグビーＷ杯ウェールズキャンプ受入事業 ５０百万円

・ ラグビーワールドカップ2019におけるウェールズ代表チームのキャン

プ受入れや市民に向けたPR等を展開 

■継続 ラグビーW杯ウェールズ交流プログラム推進事業 

１１百万円（１１百万円） 

・ ウェールズ代表チームによる本市でのラグビーワールドカップ2019事前

キャンプ実施に関連し、市民との交流プログラムを実施 

■新規 東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ等実施事業 

 ５０百万円

・ スポーツの振興や市民のシビックプライドの醸成、国際交流の機会創出を

目的として、東京オリンピック・パラリンピック等の事前キャンプ受入れを

実施 

■新規 なでしこジャパン国際親善試合開催事業 １５百万円

・ 本市では初となる女子サッカー日本代表（なでしこジャパン）の国際親善試

合の開催を通じ、市民に世界トップレベルの試合を間近で「みる」機会を創出 

②継続 ギラヴァンツ北九州支援事業 ４０百万円（５０百万円） 
・ 本市のシンボルチームである「ギラヴァンツ北九州」を支援するため、 

ホームゲーム開催経費や遠征費の一部を補助 

③拡充 夢・スポーツ振興事業 ９百万円（８百万円） 
  ・ 国際・全国大会で活躍する選手を育成するため、ジュニア世代がトップアス 

リート等から直接指導を受ける講習会等の対象種目を拡充実施 
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３ 安全・安心のまちづくり

近年、激甚化する豪雨災害などに備え、河川の浸水対策などの防災・減災対策に集

中的に取り組みます。 

また、日本で最も犯罪の少ない街を目指した取組や、学校施設や公共施設の老朽化

対策をはじめとした市民生活に身近な公共事業により、安全・安心のまちづくりを進

めます。 

同時に、今後増加が見込まれる外国人市民が安心してくらせるための環境整備や啓

発等を通じて、多文化共生社会を実現します。 

（1）「市民の命と暮らしを守る」防災対策の推進

①豪雨・地震災害等から市民を守るインフラの整備 

（主な新規・拡充事業） 

■新規 豪雨災害から市民を守る緊急対策事業 ５２０百万円 

・ 平成３０年７月豪雨により被害が発生した河川の改修や河川情報システム

の強化等により、市民が安全・安心を感じるまちづくりを推進 

■継続 旦過地区まちづくりに伴う河川整備事業 ８０百万円（１１８百万円）

・ 神嶽川の治水安全度を高めるとともに、長年市民に親しまれている旦過市

場をさらに魅力ある市場とするため、地元と協働で整備事業を重点的に推進 

 ■拡充 豪雨対策推進事業 ３，２４７百万円（２，１７０百万円） 

（他に債務負担 ２，３９４百万円） 

・ 近年の集中豪雨などによる浸水被害を最小化するため、下水道の雨水幹線

などの整備を強化 

■継続 上下水道の震災対策の拡充・強化 

 ８，４６７百万円（８，５５４百万円） 

 （他に債務負担 ７０９百万円） 

・ 地震等の災害に対して、被害を最小限にし、早期に機能回復が図れる災害

に強いライフラインを構築

※平成30年度3月補正予算(760百万円)と合わせ、9,227 百万円の事業費を計上 

■拡充 ブロック塀安全対策関連予算 ２３９百万円 

    ・ 地震などによる倒壊等を未然に防止するため、対策が必要な公園・市営住

宅のブロック塀の改修を実施（公園：５公園６箇所、市営住宅：５０団地 

７３箇所） 

■新規 臨港道路緊急安全対策事業 ４０百万円 

・ 集中豪雨等による冠水事故や陥没事故等の発生を防ぐため、主要な臨港道

路の安全対策としてアスファルト舗装の打替工事等を実施 

■拡充 防災行政無線高度化事業 １６５百万円（１５百万円）

・ 福岡県から津波浸水想定が公表されたことに伴い、現在整備している防災

スピーカーでは包含できない地域を対象として、小倉北区、若松区及び八幡

西区の沿岸に17基を追加設置 
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②老朽化・長寿命化対策 

（主な新規・拡充事業） 

■新規 若戸大橋・若戸トンネル維持管理・長寿命化事業     ３５０百万円 

・ 若戸大橋・若戸トンネルの日常的な維持管理や修繕等を実施するほか、ア

セットマネジメントの考え方に基づき、維持管理コストの削減、事業費の平

準化を行うために必要な調査・設計を実施 

■継続 橋梁・トンネル等の長寿命化の推進 

 ３，８９７百万円（２，１９３百万円） 

    ・ 効率的かつ効果的な維持管理による施設の長寿命化を図るため、アセット

マネジメントの考え方を取り入れるとともに、定期的な点検結果に基づく橋

梁・トンネル等の状態に応じた保守工事を実施 

③災害に強いまちづくり 

（主な新規・拡充事業） 

■新規 災害救助基金の創設 ６１０百万円

・ 災害救助法の救助実施市の指定を受けるにあたり、大規模災害時の救助

費用に充てるための災害救助基金を創設 

■新規 高潮及び竹馬川・金山川洪水ハザードマップ作成 １６百万円

・ 福岡県から豊前豊後沿岸の高潮及び竹馬川・金山川の浸水想定区域が公

表されることに伴い、新たにハザードマップを作成・配布 

■新規 消防局画像伝送システム更新（高所監視カメラ設備） １４５百万円

・ 経年劣化した高所監視カメラ設備を更新し、災害発生時における情報収集

体制を充実・強化

  ■拡充 消防施設の整備 ７６６百万円（３８４百万円） 

 （他に債務負担６０７百万円） 

・ 防災拠点の強化、消防力適正配置の観点から、老朽化した消防署・分署を

移転新築（整備対象施設：八幡西消防署、島郷分署、楠橋分署） 

（2）誰もが安心して暮らせる環境づくり 

①日本トップクラスの安全・安心なまちづくり関連予算 

 １０百万円（１６百万円） 
・ 防犯活動の参加者拡大や本市の刑法犯認知件数の減少など、安全・安心条例行

動計画の目標を達成するため、地域や事業者等の自主防犯活動の活性化を図ると

ともに、本市の安全・安心に関する取組を市内外へ発信 

（主な事業） 

■継続 北九州市安全・安心条例行動計画推進事業 ８百万円（１２百万円） 

■継続 安全・安心イメージアップ推進事業 ２百万円（２百万円） 

■継続 安全・安心なまちづくり市民大会 １百万円（２百万円） 
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②拡充 子どもと女性の犯罪被害防止対策事業    ４百万円（３百万円） 
・ 子どもや女性の犯罪被害を防止するため、防犯意識や知識の向上を図る安全

セミナーや、子どもを見守る保護者や教員を対象とした子ども見守りセミナー

等を開催 

③新規 災害に強くコンパクトなまちづくり推進事業 ４百万円 
   ・ 市街化区域の斜面地住宅地や、住宅地となりうる市街化調整区域におい

て、適切な土地利用の誘導ができるよう、市街化区域と市街化調整区域との

区分の見直しを検討 

④空き家・空き地等の活用推進 

（主な新規・拡充事業） 

■新規 空き家等活用推進事業 ７百万円 

 ・ 空き家に関する相談体制づくりをはじめ、空き家の適正管理の啓発や流通

促進、有効活用など、専門家団体等と連携して総合的に空き家活用の取組を

推進 

■新規 街なか活力向上事業 ３百万円 

・ 街なかに発生している空き地の利用促進を図るため、モデル地区において

地権者の意向調査や利用希望者との調整などの取組を実施 

■拡充 住まいの安全安心・流通促進事業 ３０百万円（４０百万円） 

     ・ 耐震性能がある既存住宅を購入又は賃借し、エコや子育て・高齢化対応に

資するリフォーム工事に要する費用の一部を補助。相続した既存住宅に新た

に居住するために行う工事について対象を拡大 

（3）高齢者等の生活交通の確保 

①拡充 環境首都総合交通戦略の推進 １３２百万円（１５５百万円）
・ 「北九州市環境首都総合交通戦略（北九州市地域公共交通網形成計画）」に基

づき、利便性が高く持続可能な公共交通の実現を目指すため、拠点間 BRT の
形成やおでかけ交通への支援などを実施

（主な新規・拡充事業） 

■新規 高齢者の生活交通を確保する「ラストワンマイル実証事業」

 １３百万円 

・ 最寄りのバス停や駅から自宅間の距離が遠い地域等を対象に、高齢者の新

たな生活交通確保対策として、タクシー事業者との連携による乗合タクシー

の実証実験を実施

■拡充 拠点間BRT形成事業 １０百万円（３百万円） 

・ 連節バスを導入するバス機能強化区間（小倉～黒崎間）において、BRT構

築を目指した公共交通優先信号や乗継拠点の検討を実施
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②新規 互換性のあるＩＣカードシステムの導入 ４５０百万円 
・ 利用者の利便性の向上や利用促進を図るため、北九州市営バスに全国の公共 

交通機関で相互利用できる新たな ICカードシステムを導入 

（4）多文化共生のまちづくり

①新規 多文化共生ワンストップインフォメーションセンター関連事業 

 ２５百万円 
・ 外国人市民が安心して生活できるための情報提供や相談に多言語で一元的に

対応する「北九州市多文化共生ワンストップインフォメーションセンター」を

設置・運営 

②新規 外国人との共生社会の実現に向けた環境整備事業 ６百万円 
・ 外国人と日本人が共生するための環境づくりを進めるため、日本語を教える

ボランティアの支援や、外国人が日本の生活習慣を理解するための交流会等を

実施  

（5）都市基盤整備の推進 

①拡充 主要な道路の整備 ７，６４４百万円（３，２７５百万円） 
   ・ 本市の成長戦略及び都市の強靭化に大きく関わる路線（戸畑枝光線、恒見朽

網線、国道3号黒崎バイパス）の整備 

②拡充 折尾地区総合整備事業 ７，４０４百万円（６，７９５百万円） 

 （他に債務負担１２０百万円） 
・ 折尾地区を魅力ある学園都市として、また広域交通拠点として整備するため、

鹿児島本線の鉄道高架工事を引き続き行うとともに、新駅舎の建築に着手。ま

た、駅周辺の道路整備や区画整理地区内の宅地整備、家屋移転などを実施 

③拡充 曽根・豊岡地区公園整備事業 ４１０百万円（５９百万円） 
   ・ 曽根干潟に隣接する恵まれた自然環境などを活用し、多目的グラウンドや野

鳥観察施設などの整備を推進 

④拡充 モデルプロジェクト再配置計画推進事業 

 １５１百万円（３３百万円） 

（他に債務負担 ８３百万円） 
・ 「北九州市公共施設マネジメント実行計画」に基づき、モデルプロジェクト

再配置計画を推進するため、門司港及び大里地域の事業化に向けた取組を実施 
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《学校施設の老朽化対策の推進》 

①継続 学校施設老朽化対策の推進 ３，２８４百万円（７４４百万円） 

 ・ 安全で安心な教育環境を整備するため、「北九州市学校施設長寿命化計画」

に基づき、大規模改修（長寿命化改修）及び外壁改修などの老朽化対策や安全

対策を積極的に推進 

 大規模改修：工事   8 校、設計 13校 

 外壁改修 ：工事 16校、設計  3 校 

《公共施設の老朽化対策等》 

①新規 若松市民会館・若松生涯学習センター大規模改修工事

１１百万円（他に債務負担 ２６百万円） 
・ 築３０年以上が経過し、老朽化した若松市民会館・若松生涯学習センターに

ついて、大規模改修工事のための実施設計を実施

②拡充 桃園公園等整備関連予算 ３，３８０百万円（５３９百万円） 
・ 市民の健康づくりや競技大会の開催、2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会のキャンプ地誘致等に向けて、老朽化が著しい桃園市民プ

ールやテニスコート、弓道場などのスポーツ施設や周辺の公園整備を実施 

（主な新規・拡充事業） 

■拡充 桃園市民プール（室内）整備事業 ３，０９７百万円（５１１百万円） 

■拡充 桃園公園等施設再配置推進事業 ２８３百万円（２８百万円） 
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４ 住みよいまちの実現 ～「元気発進！北九州」プランの総仕上げ～ 

SDGｓ未来都市のトップランナーとして、市民とSDGｓの理念を共有するととも

に、「元気発進！北九州」プランに掲げる各種の政策をSDGｓの17のゴールと照ら

し合わせながら推し進め、人にやさしく元気な街づくりの総仕上げを図ります。 

（1）ＳＤＧｓ未来都市のトップランナーの挑戦 

①継続 ＳＤＧｓ未来都市推進事業    ９百万円（１０百万円） 
・ 庁内各部局の SDGs への取組を総合的に調整する「SDGs 推進室」を新設

し、「北九州市 SDGs 未来都市計画」に基づく事業の推進や、SDGs の普及

活動などを実施 

②新規 北九州ＳＤＧｓクラブ活動推進事業 １０百万円 
・ SDGsの活動を活発化するため、「北九州SDGsクラブ」会員のSDGsに

資する活動の表彰や活動助成、勉強会や活動主体間の交流事業等を推進 

③新規 子どものシビックプライド育成事業 

～SDGｓの視点に立った地域教材資料集～ ８百万円 
・ 北九州市の魅力やSDGｓの理解を推進し、シビックプライドの醸成を図る

ため、小学校３年生以上の児童・生徒や保護者が学ぶことができる、SDGs

の視点に立った地域教材資料集を作成 

（2）子育て環境の更なる充実 

①幼児教育・保育の質の向上及び無償化の推進、待機児童対策の推進 

 ３３，２８７百万円（３１，２８４百万円） 

（主な新規・拡充事業） 

■新規 幼児教育・保育の無償化 ２，１３１百万円

・ 全ての子どもに対する質の高い幼児教育及び保育を受ける機会を保障する

とともに、子育て世帯の負担を軽減するため、幼児教育・保育の無償化を令

和元年１０月から実施 

■新規 保育士宿舎借り上げ支援事業 ９百万円 

 （他に債務負担 ４５百万円） 

・ 保育士の雇用確保を図るため、市内保育所・認定こども園を運営する法人

と連携し、保育士宿舎に入居する保育士の家賃費用として、最長5年間、一

人当たり最大月額5万円を補助 

■拡充 特別保育事業補助 ７２８百万円（６９９百万円） 

・ 多様な保育ニーズに対応するため、延長保育や一時保育等の運営費の一部

を助成するとともに、障害児に対する保育士配置基準を手厚くするため、障

害児保育事業の補助金を拡充 



- 16 - 

②児童虐待防止の強化推進事業 １７百万円
・ 児童虐待対応の更なる強化を図るため、子ども総合センター及び区役所 

子ども・家庭相談コーナーの体制を強化するとともに、４月に施行された 

「北九州市子どもを虐待から守る条例」について市民等への周知・啓発を 

実施 

（主な新規・拡充事業） 

■新規 子ども・家庭相談コーナーにおける児童虐待通告対応強化事業 

 ６百万円 

■新規 「子どもを虐待から守る条例」の広報・啓発事業 ８百万円 

■新規 児童相談所体制強化事業 ３百万円 

③新規 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事務  

４０百万円 
・ 税制上の支援措置のない未婚のひとり親への支援のため、児童扶養手当受給

者のうち未婚のひとり親に対して、年額１７，５００円を給付

④拡充 ひとり親家庭自立支援給付金事業 １８６百万円（１５４百万円）
・ ひとり親家庭の父母の就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得

を更に促進するため、修学期間の最後の１年間について、「高等職業訓練促進

給付金」を増額

⑤継続 子ども医療費支給事業 ２，７３９百万円（２，９３５百万円） 
・ 子育てに関する経済的負担を軽減し、子どもの健康の保持とすこやかな育成

を図るため、通院は小学校６年生、入院は中学校３年生までの子どもに係る保

険診療による医療費の自己負担額を助成

（3）教育環境の更なる充実

①新規 スクールロイヤーの活用 ３百万円 
・ 生徒指導上の諸課題や学校への不当な要求等に対し、相談対応や学校へ出

向いて法的助言を行うスクールロイヤーを新たに配置することで、学校が子

どもに適切な教育を施すことができる環境を整備

（スクールロイヤー：0人→1人） 

②拡充 スクールソーシャルワーカー活用事業の充実 

 ７８百万円（６６百万円） 
・ 貧困や虐待等への対応を含め、児童生徒の問題行動の背景にある家庭等の問

題に対して、関係機関との連携を図りながら支援を行うため、「福祉の専門家」

であるスクールソーシャルワーカーを増員 

（スクールソーシャルワーカー：12人→15人） 



- 17 - 

③拡充 部活動振興事業 ８７百万円（９０百万円） 
・ 教員の負担軽減と部活動の振興を図るため、教員を技術的にサポートする「外

部講師」や、教員に代わって単独で指導や引率等を行う「部活動指導員」を拡

充配置するとともに、ＮＰＯに部活動指導業務の一部を委託 

（部活動指導員：19人→28人） 

（ＮＰＯへの委託：1部活動→2部活動） 

④拡充 「特別支援教育学習支援員」の配置 ９０百万円（６８百万円） 
・ 特別支援教育に係る支援体制を充実するため、特別支援教育学習支援員を大

幅に増員 

（特別支援教育学習支援員：37人→50人） 

⑤新規 「特別支援教室」設置事業 １百万円
・ 障害のある児童生徒が、通級指導教室設置校に通うことなく、在籍校におい

て特別な指導を受けることができる「特別支援教室」をモデル的に設置 

⑥新規 教育用タブレット端末等の整備 １９百万円 

 （他に債務負担 ３３９百万円） 

・ 発展的な協働型・双方向型の学習を実現するために、タブレット端末を整備

し、情報活用能力の育成に取り組む。グループ学習において調べた情報の集約

やプレゼンテーションなど、タブレット端末を活用した学習を展開 

全中学校と特別支援学校に整備 

普通教室用：1校あたり12台 ※大規模校は1校あたり24台 

特別支援学校用：1校あたり小学部8台、中学部5台、高等部5台 

⑦子どもの読書活動推進関連予算 ４０７百万円（４０４百万円） 

（主な新規・拡充事業） 

■拡充 学校の読書活動推進事業 １２９百万円（１１５百万円）

・ 学校図書館の利用を促進するため、「北九州市子ども読書活動推進条例」に

基づき中学校区及び特別支援学校に配置する学校図書館職員等の充実を図り、

学校における読書活動を推進

（学校図書館職員数 中学校区：５０人→５６人） 

⑧拡充 小池特別支援学校整備事業 ４５百万円（３０百万円） 

 （他に債務負担４８百万円） 
・ 本市西部地域における知的障害のある児童生徒の増加への対応及び校舎・運

動場の老朽化・狭隘化等の課題を解消するため、小池特別支援学校の改築にか

かる実施設計等に着手 

⑨拡充 小倉総合特別支援学校整備事業 ６１５百万円（１５５百万円） 

 （他に債務負担１３９百万円） 
・ 令和 2年度の供用開始に向け、移転した旧総合療育センター東棟の改修に

よる校舎の整備やバスターミナル新設工事等を実施 
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（4）健康で長寿の社会づくりの推進など福祉・医療の充実

① 新規 健康（幸）寿命プラス２歳の推進関連予算 １０百万円

（主な新規・拡充事業） 

■新規 健康（幸）寿命プラス２歳の推進 ３百万円

・ 企業、関係団体、地域関係者と幅広く連携した糖尿病などの生活習慣病に関

する啓発、健康診査の受診促進、きたきゅう健康づくり応援店の拡充、高齢者

層のいきがい活動の支援などを実施 

■新規 頑張らない減塩推進事業 ３百万円

・ 減塩普及講演会の開催や塩分チェックシートの作成、ＩＣＴを活用した減

塩推進の取組を実施 

■新規 受動喫煙防止対策事業 ４百万円

・ 健康増進法の改正に伴い、望まない受動喫煙の防止を図るため、施設管理者

などを対象に受動喫煙防止対策に関する説明会を開催するとともに、相談指

導体制を整備

②新規 発達障害児早期支援システム研究事業 ４百万円
・ 発達障害の特性のある就学前の子どもの早期支援を進めるため、園医健診、

かかりつけ医健診、特性評価の三層構造による早期支援システムの構築に向け

た研究事業を実施

③新規 成年後見制度利用促進中核機関設置運営事業 ２百万円
・ 認知症高齢者や知的障害のある人など成年後見制度の利用が必要な方の制度

利用を促進し、地域連携ネットワークによる成年被後見人や成年後見人に対す

る支援、制度普及・啓発活動を強化するための中核機関を設置

④継続 認知症対策普及・相談・支援事業 １２百万円（１２百万円）
・ 認知症高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを

目指し、認知症を理解して、認知症の方を地域で温かく見守り支える認知症サ

ポーターの養成などを実施

⑤新規 新しい介護予防・健康づくり事業 ３５百万円
・ 平成３０年度に実施した介護予防モデル事業の成果を踏まえ、ふくおか健康

づくり県民運動と連携して、幅広い年齢層を対象とした介護予防や健康づくり

を推進

⑥新規 協力雇用主における「立ち直りを目指す非行少年への就労促進」 

住居確保支援事業 １百万円 
・ 立ち直りを目指す非行少年に定住場所となる住居を確保する協力雇用主を支 

援し、非行少年の再犯防止を推進 
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⑦継続 市立病院機構運営費負担金

３，３０５百万円（３，５５３百万円）
・ 地方独立行政法人北九州市立病院機構に対して、法人の安定的な運営等を確

保するために必要な経費を負担

（主な事業）

■継続 周産期母子医療の充実 ５４７百万円（５３５百万円）

■継続 救急・小児救急医療の充実 １，５３０百万円（１，４７０百万円）

（5）働き方改革の推進

①新規 AI・RPA等活用支援事業 ８百万円
・ 本市の行財政改革大綱に掲げる「持続可能な仕事の見直し」の一環として、

AI（人工知能）・RPA（ロボットによる業務自動化）等の活用による業務の効

率化や生産性向上に向けた取組を実施

②新規 電子入札システム改修 ４百万円
・ 働き方改革に資する取組として、本市の電子入札システムについて物品の指

名競争・見積競争会の仕様書公開に対応するための改修を実施
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Ⅱ 令和元年度当初予算案の概要 

１ 令和元年度当初予算案の規模等 

令和元年度の一般会計の予算額は、国の防災・減災、国土強靭化のための緊急対策

の推進に伴う臨時措置（＋８５億円）や幼児教育・保育の無償化（＋２１億円）など

により、前年度比１１４億円（＋２．０％）増の５，７４４億円となっています。 

特別会計の予算額は、４，１２６億円で、全体で１０６億円（＋２．６％）の増と

なっています。これは、平成３１年４月の地方独立行政法人北九州市立病院機構の設

立に伴い、市立病院機構病院事業債管理特別会計を設置したことや元金償還の増によ

る公債償還特別会計の予算額の増などによるものです。 

企業会計の予算額は、１，９２２億円で、地方独立行政法人北九州市立病院機構

が設置されたことに伴う病院事業会計の予算額の減などにより、全体で４８５億円

（▲２０．１％）の減となっています。 

金　　額 伸　率

574,391 563,001 11,390 2.0

412,574 401,993 10,581 2.6

192,241 240,739 ▲ 48,498 ▲ 20.1

1,179,206 1,205,733 ▲ 26,527 ▲ 2.2

特 別 会 計

企 業 会 計

合 計

差　引（R1－H30）

（単位：百万円、％）

令和元年度 平成30年度

一 般 会 計

5,329 
5,475 5,523 

5,400 5,421 

5,873 

5,515 
5,628 5,630 

5,744 

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

（年度）

<一般会計の予算規模の推移>

（億円）

※平成27年度は三セク債の活用414億円を含む
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２ 一般会計 

（１）歳 入 

  ア 市税 

① 市税は、１，７５４億円（対前年度当初予算比３８億円の増、＋２.２％）で過

去最大 

市税収入は、個人市民税をはじめ、法人市民税、固定資産税・都市計画税等の

主要な税目で増収が見込まれることなどから、対前年度比３８億円（＋２．２％）

の増となり、過去最大となっています。 

②  税目別では次のとおりとなっています。 

◇  個人市民税は、納税義務者の増加や税制改正（県費負担教職員制度の見直

しに伴う税源移譲の平年度化）の影響による増収が見込まれることなどから、

対前年度比２０億円増の６３１億円。 

◇ 法人市民税は、景気が緩やかに拡大していることから、対前年度比７億円増

の１３５億円。 

◇ 固定資産税・都市計画税は、家屋が新増築により増、償却資産が新規設備投

資の増加により増、全体として対前年度比１２億円増の８２１億円。 

◇ 市たばこ税は、たばこ離れによる売り渡し本数の減少による減収が見込ま

れることから、対前年度比２億円減の７０億円。 

※四捨五入による端数処理のため、増減額については上記説明と一致しない場合がある。 
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イ 地方交付税等（地方交付税＋臨時財政対策債） 
地方交付税等は、９１０億円（対前年度当初予算比１０億円の減、▲１．１％）

地方交付税等は、市税の増収が見込まれることなどから対前年度比１０億円減

の９１０億円となっています。 

このうち地方交付税は、６３０億円で対前年度比 40 億円増、地方交付税の振

替えである臨時財政対策債は、２８０億円で対前年度比５０億円の減となってい

ます。 

《地方交付税等の推移》 

※ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債（臨財債）は、国の地方財政対策により平成１３年度から導入された

地方債です。従来、地方全体の財源不足額を地方交付税のうち交付税特別会計の借り入

れにより補てんしていた額について、地方公共団体が自ら地方債を発行することによ

り、所要の財源を確保しようとするものです。 

この地方債の元利償還金については、後年度にその全額が交付税措置されることと

なっています。 

＊ 平成 2９年度までは決算額、３０年度からは予算額 
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ウ 市債 

①  市債発行額 ６３７億円（対前年度当初予算比２８億円の減、▲４．２％） 

市債発行額は、対前年度比２８億円の減少となっています。 

また、それに伴い、市債依存度は、１１．１％となり、対前年度比０．７ポイン

ト低くなっています。 

②  市債残高（臨時財政対策債を除く市債残高は、７，８８５億円 

：対前年度末比４７億円の減） 

地方交付税の振替えである臨時財政対策債を除く市債残高は７，８８５億円であ

り、前年度末と比較して４７億円の減となっています。 

なお、臨時財政対策債を含めた市債残高は、１兆１，７０８億円となり、対前年

度比２０４億円の増となっています。 

平成２７年度は、三セク債当初予算額４１４億円を含む。

538

672 
695 

615 
645 

1038 

646 626 
665 

637 

328
382 385 

305 330 

743 

376 
296 

335 357 

10.1%

12.3% 12.6%

11.4%
11.9%

17.7%

11.7%
11.1%

11.8%
11.1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

(億円)

(年度)

市債及び市債依存度の推移（当初予算ベース）

310

市債依存度

臨時財政対策債

310290

295

210

315 330

270
330

310

310290

295

210

315 280

270

9,296 9,460 
9,703 9,900 

10,032 
10,495 

10,863 11,029 
11,504 11,708 

7,837 7,731 7,728 7,680 7,560 7,788 7,912 7,765 7,932 7,885 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ R１

一般会計市債残高の推移

臨財債 臨財債を除く市債残高
億円

年度

平成２９年度までは決算、３０年度は３月補正後、令和元年度は当初予算における年度末残高見込み。
２７年度は三セク債（４０４億円）、２８年度は埋立地造成特別会計引継額（１７９億円）を含む。



- 24 - 

（２）歳 出 

ア 目的別予算 

(単位:百万円、％)

当初予算額 当初予算額
Ａ Ｂ 

1 議 会 費 1,675 0.3 1,686 0.3 △ 11 △ 0.6

2 総 務 費 44,228 7.7 41,523 7.4  2,705  6.5

3 保 健 福 祉 費 158,359 27.6 157,590 28.0  769  0.5

4 子 ど も 家 庭 費 69,777 12.1 66,839 11.9  2,938  4.4

5 環 境 費 14,725 2.6 14,542 2.6  183  1.3

6 労 働 費 441 0.1 459 0.1 △ 18 △ 3.9

7 農 林 水 産 業 費 1,896 0.3 2,035 0.4 △ 139 △ 6.8

8 産 業 経 済 費 55,509 9.7 58,406 10.4 △ 2,897 △ 5.0

9 土 木 費 48,941 8.5 41,791 7.4  7,150  17.1

10 港 湾 費 6,706 1.2 7,027 1.2 △ 321 △ 4.6

11 建 築 行 政 費 9,393 1.6 8,598 1.5  795  9.2

12 消 防 費 13,304 2.3 12,719 2.2  585  4.6

13 教 育 費 72,335 12.6 69,620 12.4  2,715  3.9

14 災 害 復 旧 費 1 0.0 1 0.0  0  16.2

15 諸 支 出 金 76,801 13.4 79,865 14.2 △ 3,064 △ 3.8

16 予 備 費 300 0.0 300 0.0  0  0.0

574,391 100.0 563,001 100.0  11,390  2.0

構成比 構成比 増　(△)　減 増減率
（Ａ－Ｂ）　　Ｃ Ｃ／Ｂ

歳 出 合 計

款　　 　 　　別

令 和 元 年 度 平 成 30 年 度 比　　　　　較
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■主な目的別増減については、次のとおりです。 

○総 務 費   ＋２７億円（R1：442億円 ← H30：415億円） 

桃園市民プール整備事業（＋２６億円）や東アジア文化都市２０２０北九州

推進事業（＋２億円）の増などによるものです。 

○保健福祉費    ＋８億円（R1：1,584億円 ← H30：1,576億円） 

障害児通所・入所支援事業（＋１１億円）、障害福祉サービス事業（＋９億円）

の増などによるものです。 

○子ども家庭費  ＋３０億円（R1：698億円 ← H30：668億円） 

幼児教育・保育の無償化の実施（＋２１億円）や児童扶養手当（＋１１億円）

の増などによるものです。 

○産業経済費   ▲２９億円（R1：555億円 ← H30：584億円） 

プレミアム付商品券事業（＋１７億円）などが増となったものの、決算実績

や経済動向等を踏まえ、予算規模を見直した中小企業融資等（▲４４億円）の

減などによるものです。 

○土 木 費  ＋７１億円（R1：489億円 ← H30：418億円） 

若戸大橋・若戸トンネルの無料化（▲３０億円）などが減となったものの、

国の防災・減災、国土強靭化に伴う臨時措置（＋８５億円）の増などによるも

のです。 

○教 育 費  ＋２７億円（R1：723億円 ← H30：696億円） 

学校施設の大規模改修事業（＋２８億円）の増などによるものです。 

○諸支出金    ▲３１億円（R1：768億円 ← H30：799億円） 

地方独立行政法人北九州市立病院機構が設立されたことに伴う病院事業会

計への繰出金（▲３４億円）の減などによるものです。 
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イ 性質別予算 

①義務的経費 ３，２３８億円（対前年度比  ＋６５億円 ＜＋2．0％＞）

義務的経費は、扶助費が大幅に増加となったことから、対前年度比６５億円増の３，

２３８億円となり、過去最高額となっています。 

【義務的経費の内訳】

◇人 件 費    １，１１６億円（対前年度比  ＋２億円 ＜+0．1％＞） 

人件費は、給与改定等による増などにより、対前年度比２億円増の１，１１６

億円となっています。 

◇扶 助 費    １，４４６億円（対前年度比 ＋５９億円＜＋4．3％＞） 

扶助費は、幼児教育・保育の無償化の実施などに伴い、幼稚園及び保育所等に

対する施設型給付事業（＋１７億円）、子育てのための施設等利用給付事業（＋

１７億円）などが増加したため、対前年度比５９億円増の１，４４６億円となっ

ています。 

※ 生活保護費：456億円（対前年度比 ▲4億円（６年連続の減）） 

＊ 扶助費とは、地方公共団体が各種の法令（生活保護法、児童福祉法等）に基づき、被扶

助者に対して支給する費用、及び地方公共団体が単独で行っている各種扶助に要する経費

のことをいいます。

《主な事業》生活保護費、施設型給付（保育所・幼稚園・認定こども園）、児童手当、 
児童扶養手当、子ども医療費などの福祉医療費 等 

◇公 債 費    ６７６億円（対前年度比  ＋４億円＜+０．5％＞） 

公債費は、対前年度比４億円増の６７６億円となっています。 

当初予算額 当初予算額
Ａ B 

323,745 56.4
%

317,320 56.4
%

 6,425  2.0
%

111,564 19.4 111,419 19.8  145  0.1

144,609 25.2 138,651 24.6  5,958  4.3

67,572 11.8 67,250 12.0  322  0.5

63,144 11.0 55,142 9.8  8,002  14.5

38,952 6.8 29,678 5.3  9,274  31.2

24,192 4.2 25,464 4.5 △ 1,272 △ 5.0

44,983 7.8 44,325 7.9  658  1.5

142,519 24.8 146,214 25.9 △ 3,695 △ 2.5

574,391 100.0 563,001 100.0  11,390  2.0

扶 助 費

投 資 的 経 費

補 助 事 業 費

単 独 事 業 費

繰 出 金

構成比

そ の 他

歳 出 合 計

増減率
（Ａ－Ｂ）　Ｃ Ｃ／Ｂ

義 務 的 経 費

人 件 費

増(△)減

公 債 費

(単位:百万円)　

性　　 質 　　別

令 和 元 年 度 平 成 30 年 度 比　　　　　較

構成比
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②投資的経費 ６３１億円（対前年度比  ＋７９億円＜+14．5 ％＞）

補助事業費     ３８９億円（対前年度比 ＋９２億円＜+31．2％＞）

単独事業費     ２４２億円（対前年度比  ▲１３億円＜▲5．0％＞） 

投資的経費は、総合療育センター再整備事業（▲５９億円）が減少したものの、

桃園市民プール整備事業（＋２６億円）や学校施設の大規模改修事業（＋２８億

円）などが増加したことに加え、国の防災・減災、国土強靭化に伴う臨時措置（＋

８５億円）により対前年度比７９億円、１４．５％増の６３１億円となっていま

す。 

◇ 市民生活密着型公共事業について

市民生活密着型公共事業は対前年度比１８億円、７．７％増の２５６億円と

なっています。 

※「市民生活密着型公共事業」には、子育て支援や教育・福祉に関する公共事業に

加えて、道路補修や公園整備などの市民生活に身近な公共事業を含む。 

③繰 出 金     ４５０億円（対前年度比   ＋７億円＜+1．5％＞） 

医療の高度化や高齢化の進展に伴い、介護保険、後期高齢者医療の保険給付費等が

増加していることなどの影響によるものです。 

国民健康保険料の負担軽減等を図るための一般会計繰入金は、後期高齢者医療制度

への移行や社会保険の適用拡大の影響により、被保険者数・世帯数ともに減少してい

ることなどにより、対前年度比６億円減の１０６億円となっています。 

・国民健康保険特別会計      ▲６億円（R1：106億円←H30：112億円） 

・介護保険特別会計        ＋７億円（R1：149億円←H30：142億円）

・後期高齢者医療制度       ＋６億円（R1：181億円←H30：175億円）

（単位：百万円）

事業費
A

事業費
B

増減
C（A－B）

都市基盤整備型公共事業 37,524 59.4
%

31,362 56.9
%

6,162 19.6
%

市民生活密着型公共事業 25,620 40.6 23,780 43.1 1,840 7.7

63,144 100.0 55,142 100.0 8,002 14.5

増減率
C/B

比　　　較令和元年度

構成比 構成比

平成30年度

合　　計

項　　目
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《参考》 

・扶助費及び福祉・医療関係繰出金 

１，８８３億円（対前年度比 ＋６６億円＜+3．6％＞） 

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、幼稚園及び保育所等に対する施設型給

付事業や、子育てのための施設等利用給付事業が増加するなど、扶助費について

は依然として高い伸びが続いています。 

＊ 平成２９年度までは決算額、３０年度からは予算額 

1,118 1,168 1,181 1,193 1,252 1,271 1,311 1,342 1,387 1,446
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（３）財源調整用基金の状況 

令和元年度当初予算における基金の取崩額は、前年度の１３３億円から７億円減少

し、１２６億円となっています。 

（４）持続可能で安定的な財政の確立、維持 

令和元年度当初予算では、市税等の一般財源が限られる中、収支改善の取組みによ

り、歳入面では約４億円の増、歳出面では、事務事業の見直し等により約16億円の

削減となり、合計約20億円の一般財源を捻出します。

収支改善の主な取組 

■歳 入 （３５７百万円） （効果額は一般会計・一般財源ベース）  

〇 公共施設の使用料等の見直し            【308百万円】 

   「北九州市公共施設マネジメント実行計画」の基本方針に基づき、受益と負

担の観点から、施設使用料及び減免制度を見直し、歳入の確保を図る。 

■歳 出 （１，６４７百万円） 

〇 人件費の見直し                  【95百万円】

諸手当の見直しにより、人件費の削減を図る。 

〇 事務事業の見直し                【1,551百万円】 

     絶え間ない事務事業の見直しに取り組み、歳出の削減を図る。 
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３ 特別会計・企業会計 

※ 平成３１年４月の地方独立行政法人北九州市立病院機構の設立に伴い、当該法人に係る病院

事業債の適正な経理と円滑な運用を図るため、市立病院機構病院事業債管理特別会計を設置 

当初予算額 当初予算額
Ａ Ｂ

574,391 48.7 563,001   46.7 11,390 2.0

国 民 健 康 保 険 99,786    8.5 104,400   8.7 △ 4,614 △ 4.4

食 肉 セ ン タ ー 300       0.0 300       0.0 0 0.0

卸 売 市 場 641       0.1 980       0.1 △ 339 △ 34.6

渡 船 379       0.0 330       0.0 49 14.7

土 地 区 画 整 理 2,235     0.2 1,805     0.2 430 23.8

土 地 区 画 整 理 事業 清算 21        0.0 103       0.0 △ 82 △ 79.2

港 湾 整 備 4,942     0.4 3,966     0.3 976 24.6

公 債 償 還 176,603   15.0 167,856   13.9 8,747 5.2

住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 10        0.0 13        0.0 △ 3 △ 23.1

土 地 取 得 3,821     0.3 4,105     0.4 △ 284 △ 6.9

駐 車 場 404       0.0 382       0.0 22 5.8

母 子 父 子 寡 婦 福祉 資金 492       0.1 487       0.0 5 1.0

産 業 用 地 整 備 716       0.1 546       0.1 170 31.2

漁 業 集 落 排 水 38        0.0 32        0.0 6 18.7

介 護 保 険 100,497   8.5 97,815    8.1 2,682 2.7

空 港 関 連 用 地 整 備 7         0.0 4         0.0 3 91.7

学術研究都市土地 区画 整理 1,304     0.1 2,447     0.2 △ 1,143 △ 46.7

臨 海 部 産 業 用 地 貸 付 431       0.0 437       0.0 △ 6 △ 1.5

後 期 高 齢 者 医 療 16,690    1.4 15,905    1.3 785 4.9

市 民 太 陽 光 発 電 所 87        0.0 80        0.0 7 9.6

市立病院機構病院事業債管理 3,170     0.3 -         0.0 3,170 皆増

小　　　　　計 412,574   35.0 401,993   33.3 10,581 2.6

上 水 道 事 業 34,771    2.9 34,301    2.9 470 1.4

工 業 用 水 道 事 業 2,772     0.2 2,904     0.2 △ 132 △ 4.5

交 通 事 業 2,664     0.2 2,216     0.2 448 20.2

病 院 事 業 847       0.1 39,872    3.3 △ 39,025 △ 97.9

下 水 道 事 業 52,535    4.5 51,254    4.3 1,281 2.5

公 営 競 技 事 業 98,652    8.4 110,192   9.1 △ 11,540 △ 10.5

小　　　　　計 192,241   16.3 240,739   20.0 △ 48,498 △ 20.1

1,179,206 100.0 1,205,733 100.0 △ 26,527 △ 2.2合　　　　　　　　計

（Ａ－Ｂ）　Ｃ 

会　　 計 　　別
増　(△)　減

比　　　　　較

増減率

一　　般　　会　　計

令 和 元 年 度

特

別

会

計

(単位：百万円、％）

Ｃ／Ｂ

企

業

会

計

構成比

平 成 30 年 度

構成比
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■主な会計別増減については、次のとおりです。 

【特 別 会 計】 

○国民健康保険特別会計   ▲４６億円（R1：998億円←H30：1,044億円） 

後期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用拡大の影響による、被保険者

数・世帯数の減少などによるものです

○港湾整備特別会計 ＋１0億円（R1：50億円←H30：40億円）

新規フェリー航路の就航に対応するため、新門司地区に新たな埠頭用地を整備

する事業費が増加することなどによるものです。 

○公債償還特別会計 ＋８７億円（R1：1,766 億円←H30：1,679 億円） 

市債の借換に伴い発行する借換債などの元金償還の増加などによるもので

す。 

○介護保険特別会計 ＋２７億円（R1：1,005億円←H30：978億円） 

高齢化の進展等により、保険給付が増加することによるものです。 

○学術研究都市土地区画整理特別会計   ▲１２億円 

（R1：13億円←H30：25億円） 

平成３０年度で整備が概ね完了することにより、事業費が減少するものです。 

○市立病院機構病院事業債管理特別会計 ＋３２億円（皆増） 

平成３１年４月の地方独立行政法人北九州市立病院機構の設立に伴い当該法

人に係る病院事業債の適正な経理と円滑な運用を図るため市立病院機構病院事

業債管理特別会計を設置するものです。 
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【企 業 会 計】 

○交通事業会計 ＋５億円（R1：27億円←H30：22億円） 

市営バスにおける互換性のあるＩＣカードシステム導入費用の増などによる

ものです。 

○病院事業会計   ▲３９１億円（R1：8億円←H30：399億円） 

平成３１年４月より、地方独立行政法人北九州市立病院機構が設立されたこと

によるものです。 

○下水道事業会計   ＋１３億円（R1：525億円←H30：512億円） 

建設改良費の増などによるものです。 

○公営競技事業会計   ▲１１６億円（R1：986億円←H30：1,102億円） 

払戻金の減や企業債償還金の減などによるものです。 


